
自転車マナーアップ
自転車は「くるま」の仲間です。交通ルールを守って安全に利用しましょう。

×傘を
差しながら

※大音量…警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音または声を聴くことができないような音量。

×スマホや携帯を
操作しながら ×大音量※で音楽等を聴きながら

問合せ 7階市民協働課 番窓口 ☎06‐6659‐973473

ながら運転は禁止行為です

大阪府内で自転車を利用する方は、自転車保険に加入しなければなりません。
● 近年、自転車利用者のルール違反等により、自転車利用者が加害者となる交通事故が多発しています。
 なかには、9,000万円を超える損害賠償を命令された事例も起こっています。
● 自転車保険（損害責任保険）は、さまざまな種類があります。
 それぞれ対応する補償内容が違いますので、内容を十分確認の上、加入しましょう。

自転車保険に加入していますか？

大阪市内で自転車盗が増加傾向にあります。
盗まれた自転車の約７割が無施錠です。自転車には、２つの鍵を！

大 切 な 自 転 車 を 守 ろ う

SDGｓの達成に向けて、区役所で
実施している取組みをご紹介します
SDGｓの達成に向けて、区役所で
実施している取組みをご紹介します

　区役所１階に、乾電
池・蛍光灯管・水銀体
温計・インクカート
リッジ・使用済み小型
家電の回収ボックスを設置し、リサ
イクルに取り組んでいます。
　ごみの減量と資源再生利用を推
進しています。

回収ボックスを設置しています！

ほかにもSDGsの推進に取り組んでいます！ １０月号に掲載している記事では・・・

　食品ロスを削減するために、ご家
庭で余った食品などを提供していた
だき、福祉団体や必要とされている
方に寄付する活動です。同時に「ごみ
減量３Ｒコーナー」を実施し、子ども
服・ベビー服の展示提供も行います。
　西成区役所では毎月第４火曜日に
実施しています。

「フードドライブ」を実施しています！

ＳＤＧｓ達成に向けた取組み

西成しごと博物館
1面

みんなの健康展
1面

ペットボトル循環プロジェクト
12面

大阪家庭裁判所主催「ご存じですか？遺産分割調停～裁判官がお話しします～」（ｚoomによるオンライン配信） 日　時 10月31日(火)14：00～15：30頃  対象・定員 一般の方50名  
申込み ウェブメールアドレス(fc.oos.koho@wm .courts. jp) 宛てに、以下の内容を記載した電子メールを送信する(先着順)。 件名「法の日」週間行事申込み・本文①氏名(ふりがな) ②電話番号  

③質問事項(任意) 申込期間 10月10日(火)～24日(火)(定員に達し次第、受付終了)  問合せ 大阪家庭裁判所総務課広報係 06-6943-5692 (直通) ９：00～１７：00(土・日・祝日を除く）

「男のしゃべり場」～相手も自分も尊重する対話を学ぼう～ 
 男性のみ  日　時 10月１４日・１１月１１日・１２月９日　土曜日 １４：００～１５：３０  会　場 大阪市立男女共同参画センター南部館（クレオ大阪南）  

申込み 電話・FAX・窓口・ホームページにて（※各回申込み）  問合せ クレオ大阪南 06-6705-1100 I06-6705-1140
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